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第１号議案 令和４年度事業報告について 

 

１ 令和４年度総会の開催（令和４年６月 1 日）東京都千代田区「JA 共済ビル」 

会員 406 団体 

議事 
第１号議案 令和３年度事業報告について 
第２号議案 令和３年度収支決算及び監査報告について 
第３号議案 令和４年度事業計画（案）について 
第４号議案 令和４年度収支予算（案）について 
第５号議案 令和 5 年度総会等について 

 

議決状況 
第１号議案 可決 
第２号議案 可決 
第３号議案 可決 
第４号議案 可決 
第５号議案 可決 
 

 

２ 関係機関等に対する要望活動 

第一回目 日 程：令和４年 7 月 28 日  

要望先：内閣総理大臣  

 

全９ブロックにおいてとりまとめた以下の項目について、内閣総理大臣 岸田

文雄氏に対し、自転車を活用したまちづくりを推進するための提言と要望を提出

した。 

 

Ⅰ 自転車利用環境の整備に関する提言 

Ⅱ 交通安全の推進に関する提言 

Ⅲ サイクルツーリズムの推進に関する提言 

Ⅳ シェアサイクルの活用推進に関する提言 

Ⅴ 公共交通機関等への自転車積み込み等の 

支援に係る提言 

Ⅵ 自転車通勤促進に係る提言 

Ⅶ 地方版自転車活用推進計画の策定支援に係る提言 

Ⅷ サイクルスポーツ振興支援に係る提言 

Ⅸ 自転車活用推進計画に基づく総合的な取組に対する財政支援に係る提言 
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第二回目 日 程：令和 4 年 11 月 16 日 

     要望先：自転車活用推進議員連盟会長他 

自転車活用推進本部長（国土交通大臣） 

 

全９ブロックにおいてとりまとめた以下の項目について、自転車活用推進議員

連盟（会長・幹事長・事務局長）、自転車活用推進本部（本部長・事務局長）に対

し、自転車を活用したまちづくりを推進するための提言と要望を提出した。加え

て、各ブロック選出の国会議員に対し、要望活動報告を行った。 

 

Ⅰ 自転車利用環境の整備に関する提言 

Ⅱ 交通安全の推進に関する提言 

Ⅲ サイクルツーリズムの推進に関する提言 

Ⅳ シェアサイクルの活用推進に関する提言 

Ⅴ 公共交通機関等への自転車積み込み等の支援に係る提言 

Ⅵ 自転車通勤促進に係る提言 

Ⅶ サイクルスポーツ振興支援に係る提言 

Ⅷ 自転車活用推進計画に基づく総合的な取組に対する財政支援に係る提言 
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３ サイクリングカレンダー製作 

加入団体の関与するサイクリングイベント等の開催状況を網羅するサイクリ

ングに特化したカレンダーの製作を行った。 
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４ ホームページ運営 

本会ＨＰの運営により、本会全体の活動や各ブロックにおける活動状況等の情

報発信を行うとともに、各会員（自治体）の担当者名簿の掲載等、その他自転車

関連団体や会員間に対する情報共有を図った。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会

２０２３年度　イベントカレンダー

かすみがうらロードレース（１０月）

佐渡国際トライアスロン（９月） ジャパンサイクルリーグ高知大会（９月）

おおいたアーバンクラシック（10月）

全日本自転車競技選手権（５月）

自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会

今月の主な行事予定
【未定】●草津グルメライド（11月上旬開催予定）／滋賀県草津市
4 ●佐渡オータムライド130／新潟県佐渡市（300人）※予定

●第23回ツール・ド・おおすみサイクリング大会／鹿児島県鹿屋市（600人）※予定
5 ●いしづち山麓SWEETライド／愛媛県西条市（600人）※予定
11 ●第35回「ツール・ド・おきなわ２０２３」大会／沖縄県北部全域（1,500人）※予定
12 ●サイクリングパラダイスinあいなん2023／愛媛県愛南町（30人）※予定

●神南山アドベンチャーhillclimb2023／愛媛県大洲市（50人）※予定
●陶街道スマイルサイクル2023（仮称）／愛媛県砥部町（100人）※予定
●第35回「ツール・ド・おきなわ２０２３」大会／沖縄県北部全域（3,500人）※予定

19 ●第11回小田川シクロクロスinうちこ／愛媛県内子町（200人）※予定
23 ●レインボーライド・マルチスポーツ　※GRAND CYCLE TOKYOプロジェクト／東京都※予定
26 ●第8回モリイチ・スタンプラリー／滋賀県守山市（500人）※予定

月 火 水 木 金 土

30 31 1 2 3 4
③佐渡オータムライド130

⑨ツール・ド・おおすみサイクリング大会

6 7 8 9 10 11
⑨ツール・ド・おきなわ２０２３

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25
④レインボーライド・マルチスポーツ

27 28 29 30 1 2

①北海道　②東北　③北信越　④関東　⑤東海　⑥近畿　⑦中国　⑧四国　⑨九州

2023年 11月

26

⑨ツール・ド・おきなわ２０２３

⑥モリイチ・スタンプラリー

19
⑧小田川シクロクロス

日

29
⑥草津グルメライド

（11月上旬開催予定）

⑧神南山アドベンチャーhillclimb

⑧陶街道スマイルサイクル

⑦サイクリングパラダイスinあいなん

⑧サイクリングパラダイス

5
⑧いしづち山麓SWEETライド

12

小田川シクロクロスinうちこ

シクロクロス

いしづち山麓SWEETライド



- 6 - 

 

５ イベント情報配信 

加入団体の関与するサイクリング関連イベント等について、各ブロック事務局

経由にて加入団体の窓口等での情報発信を行い全国に向け参加を呼び掛けた。併

せてＨＰでの配信を実施した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

６ ブロック活動 

（1）北海道ブロック 

   ◇令和 4 年度北海道ブロック会議 

     日時：令和 4 年 7 月 14 日（木）10：30～11：45 

     場所：TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前 ホール 5C 

     内容：担当者会議ほか 

   

 ◇札幌地下歩行空間での自転車推進イベントの開催 

     日時：令和 5 年 3 月 28 日（火）～29 日（水） 

     委託先：株式会社ノヴェロ 

 

（2）東北ブロック 

   ◇令和 4 年度東北ブロック会議 

     日時：令和 4 年 11 月 22 日（火）14:00～17:00 

     場所：名取市閖上公民館 

内容：講演 「自転車利用環境の更なる充実に向けて」 

講師 国土交通省道路局 自転車活用推進官 菅沼 真澄 氏 

事例紹介 「名取市のサイクルツーリズムの取組について」 

名取市長 山田 司郎 氏 
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（3）北信越ブロック 

◇北信越ブロックオンライン研修会  

  日時：令和 5 年 3 月 22 日（水）15:30～17:15 

   ※システムトラブルにより資料提供対応に変更 

    

   ◇自転車の活用によるまちづくり関連図書購入事業 

・会員団体それぞれの目的に即した自転車活用のまちづくりに取り組むべ 

く、高評価の参考図書をブロック内加入団体へ配布 

「自転車のまちをデザインする」著：自転車のまちをデザインする研究会 

 

（4）関東ブロック 

◇令和 4 年度関東ブロック会議（担当者勉強会） 

  日時：令和 5 年 3 月 6 日（月） ※オンライン開催 

・ブロック活動及び「自転車通行空間の整備」に関する 

アンケート調査結果の共有 

・勉強会に関するアンケート調査への協力依頼 

・講演「必ずしも理想どおりに整備できない自転車通行空間を 

どう作っていくと良いか」  

    自転車利用環境向上会議全国委員会 幹事 大脇 鉄也 氏 

 

（5）東海ブロック 

◇東海ブロックイベント（市制施行 70 周年記念 サイクルフェス in 安城）  

開催日時：令和４年 10 月 16 日（日） 

  ・対談「これからの自転車と自転車のあるくらし」 

  ・講演「ヘルメットメーカー×自転車の安全を学ぼう！」 

  ・対談「選手に聞こう！競輪の魅力」 

  ・講演「福田さんと一緒に！美と健康についてのトークショー 

＆レッスンひろばイベント  

     ・e-bike、キックボード展示、試乗体験 

     ・自転車安全教室 

     ・バーチャルライド 

 

（6）近畿ブロック 

◇近畿ブロック広域サイクリングルートの分布・形成状況の調査 

 ・近畿圏内でのオフィシャル的な位置づけの基幹ルート分布状況を反映させ、 

会員市町村独自のサイクリングルートとの連携を図化 

   ◇パネル展示の実施 

 ・近畿圏内サイクリングルート沿線のユニークな撮影スポットなどを紹介す 

るパネルを展示し、会員市町村マップやパンフレット配布コーナーを設置 



- 8 - 

 

       展示パネル設置施設「シマノ自転車博物館」大阪府堺市 

   ◇近畿・四国・九州ブロック共同事業 

「自転車安全利用五則」啓発動画制作（65 枚） 

   

（7）中国ブロック 

    ◇令和 4 年度中国ブロック担当者会議 

      日時：令和 4 年 6 月 10 日（金）13 時 30 分～ 

      場所：第 1 部 大山町大山博労座周辺 

         第 2 部 大山町役場大山支所会議室 1 

      内容：第 1 部 ガイドツアー形式による 

「E-BIKE で行く大山博労座周辺スペシャルライド」 

第 2 部 取組紹介及び意見交換 

 

（8）四国ブロック 

    ◇令和 4 年度四国ブロック会議 

      日時：令和 4 年 10 月 24 日（月）13:10～ 

      場所：香川県小豆郡土庄町 

      内容：要望事項審議、意見交換など、小豆島ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ見学ほか 

    ◇令和４年度四国・九州ブロック合同オンライン講習会 

      日時：令和５年 3 月 23 日（木）14：00～ 

      内容：自転車交通安全及び自転車通勤に関する講演 

      講師：ブリヂストンサイクル株式会社 飯島 誠 氏、小池 博文 氏 

    ◇近畿・四国・九州ブロック共同事業 

「自転車安全利用五則」啓発動画制作（60 枚） 

 

（9）九州ブロック 

◇令和 4 年度九州ブロック担当者会議 

     日時：令和 4 年 10 月 13 日（木）～14 日（金） 

     場所：阿蘇内牧温泉 旅館「金時」ほか 

     内容：第 1 日目 講演「移動貧困社会からの脱却」 

免許返納問題で生まれる新たなﾓﾋﾞﾞﾘﾃｨﾏｰｹｯﾄ 

講師 ﾓﾋﾞﾘﾃｨｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 楠田 悦子 氏 

第 2 日目 あそたんｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰｽﾞによる MTB 体験「草原ﾗｲﾄﾞ」 

   ◇新規会員獲得に伴う呼びかけ 

     日時：令和 4 年 10 月 18 日（水） 

        ※九州首長会において新規会員募集資料を全参加市町村に配布 

   ◇令和 4 年度九州ブロック会議（九州首長会後に開催） 

     日時：令和 4 年 10 月 19 日（木） 

     場所：別府市 杉乃井ホテル スギノイパレス 
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     内容：報告（全国の取組について、九州ブロックの取組について） 

   ◇令和４年度四国・九州ブロック合同オンライン講習会 

      日時：令和５年 3 月 23 日（木）14：00～ 

      内容：自転車交通安全及び自転車通勤に関する講演 

      講師：ブリヂストンサイクル株式会社 飯島 誠 氏、小池 博文 氏 

◇近畿・四国・九州ブロック共同事業 

「自転車安全利用五則」啓発動画制作（53 枚） 

 

７ 自転車活用推進関連団体との連携 

自転車の利活用の更なる促進や、交通安全意識の向上に資する広報啓発活動等

をより戦略的に実施する目的で設立された「自転車活用推進官民連携協議会」に

参画し、「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクトを創設、宣言企業の認定を行っ

た。統一的な広報テーマの下、官民一体となって広報啓発活動等を行うことによ

り、国民に対して自転車の良さ、交通マナー等について引き続き PR していく。 

その他、自転車の活用推進に寄与すると認められるイベント等事業に対する後

援承認を行った。 

 

８ 第４回全国シクロサミットの開催 

令和 4 年 9 月 17 日(土）～18 日（日）、新潟県南魚沼市において第４回全国シ

クロサミットが盛大に開催された。 

  （第 1 日目） 

  ・基調講演「地域資源を活用したサイクルツーリズムについて」 

    株式会社美ら地球 代表取締役 山田 拓 氏 

  ・関連講演１ 

「国内外における自転車と地域資源を活用したまちづくりについて」  

     自転車活用推進本部 事務局次長 金籠 史彦 氏 

   ・関連講演２ 

    「雪国おけるサイクルツーリズムについて」 

     一般社団法人雪国観光圏 代表理事 井口 智裕 氏 

   ・パネルディスカッション 

    「地域資源を活用した自転車事業の取組について」 

     コーディネーター 日本風景街道コミュニティ 顧問 宮内 忍 氏 

     パネラー 岩手県北上市、長野県飯山市、新潟県佐渡市、新潟県南魚沼 

（第 2 日目） 

 ・推進モデルルート「雪国魚沼 Golden Cycle Route」試走 

 ・第 2 回 JBCF 南魚沼クリテリウム観戦 
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第２号議案 令和４年度収支決算及び監査報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収入の部】

費　　　目 予　　　算 決　　　算

１． 会 費 4,050,000 4,090,000 10,000×409団体 4,050,000 4,090,000

２． そ の 他 10 54 預金利息 10 54

３． 繰 越 金 5,929,514 5,929,514 前年度繰越金 5,929,514 5,929,514

9,979,524 10,019,568

【支出の部】

費 目 予 算 決　　　算

会場使用料 500,000 426,700

総会お茶代 0 0

講師謝礼金 0 33,000

資料作成費 50,000 7,040

次年度会場予納金 120,000 120,000

２． 役 員 会 費 40,000 0 会議お茶代 40,000 0

要望活動 200,000 8,820

外部活動 100,000 0

会場等使用料 500,000 94,446

会議お茶代 50,000 13,200

講師謝礼金 100,000 397,760

資料作成費 20,000 0

消耗品費 50,000 1,141

懇親会費
（芸能披露等）

200,000 30,000

食糧費
（来賓等接遇）

50,000 12,000

バス借上料等 150,000 118,162

サイクリングフェス
参加料

500,000 438,830

HP運営費 40,000 35,640

カレンダー作成費 30,000 0

ＰＲジャージ製作費 300,000 0

資料等郵送料 200,000 6,010

資料印刷費 100,000 0

消耗品費 50,000 1,117

振込手数料 10,000 11,748

事務費 0 18,362

７． ブ ロ ッ ク 活 動 費 5,491,000 3,321,902 ブロック活動費 5,491,000 3,321,902

８． 予 備 費 1,128,524 0 予備費 1,128,524 0

9,979,524 5,095,878 5,095,878

収入合計 支出合計 差引（Ｒ５年度へ）

10,019,568 - 5,095,878 ＝ 4,923,690

支出合計

３．

４．

５．

６．

予算額 決算額

37,237360,000一 般 事 務 費

シクロサミット開催費

観 光 振 興 費

1,620,000 1,105,539

370,000 35,640

670,000 586,740

300,000 8,820

備　　　　　考

項　　目 予算額 決算額

備　　　　　　考

項　　目

総 会 費

収入合計

１．

本 部 活 動 費
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第３号議案 役員の選任（案）について 

 

   会長      〇 佐伯市長    田中 利明（九州） 

 

副会長     〇 美唄市長    板東 知文（北海道） 

     （新）〇 名取市長    山田 司郎（東北） 

        〇 南魚沼市長   林  茂男（北信越） 

        〇 さいたま市長  清水 勇人（関東） 

        〇 三島市長    豊岡 武士（東海） 

          堺市長     永藤 英機（関西） 

        〇 尾道市長    平谷 祐宏（中国） 

        〇 今治市長    徳永 繁樹（四国） 

 

理事        倶知安町長   文字 一志（北海道） 

     （新）  男鹿市長    菅原 広二（東北） 

          飯山市長    江沢 岸生（北信越） 

          稲城市長    髙橋 勝浩（関東） 

        〇 守山市長    森中 高史（関西） 

          真庭市長    太田  昇（中国） 

          鹿屋市長    中西  茂（九州） 

 

監事        安城市長    三星 元人（東海） 

宿毛市長    中平 富宏（四国）  

   

    ※〇印はブロック長、（ ）内は選出ブロック 
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第４号議案 令和５年度事業計画（案）について 

１ 事業実施の方針 

自転車による観光振興、健康の増進、交通混雑の緩和、環境負荷の低

減等により、公共の利益を増進し、国及び公共交通事業者等と相互に

連携を図りながら、会員間の情報交換や共同の取組を進めるとともに、

訪日外国人旅行者の誘客強化を意識するなど、改めて自転車の有用性

を積極的に発信することにより、地位向上と更なる普及拡大を図る。 

 

２ 重点取組方針 

（1）地方版自転車活用推進計画の策定推進 

（2）インバウンドの回復を見据えた自転車活用の推進 

（3）自転車施策関連予算等の充実に向けた国等への要望活動 

 

３ 事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業名 事業内容 日時／場所
受益対象者の範囲

及び予定人数

年次総会 総会の開催

令和5年６月7日

／JA共済ビル

カンファレンスホール

会員407人

役員会 役員会の開催
令和5年5月／書面開催

令和5年10月／佐伯市
役員18人

関係機関への

要望活動

令和5年度要望活動

・自転車活用推進本部長(国交大臣) 　斉藤鉄夫

・自転車活用推進本部事務局長　　　丹羽克彦

・自転車活用推進議員連盟会長　　　二階俊博

・自転車活用推進議員連盟幹事長　　金子恭之

・自転車活用推進議員連盟事務局長　江島　潔

令和5年11月頃

／国土交通省・自転車活用

推進議員連盟

役員18人

全国シクロサミット

・シンポジウムの開催

・サイクリング体験

・ブース出展

・会員交流懇親会

令和5年10月7日・8日

／大分県佐伯市
会員407人

自転車を活用した

観光振興

・サイクリングイベント情報の配信

・ＨＰ運営

・後援事業承認

・ＰＲジャージ製作（未配布会員等）

本部事務局 会員407人

ブロック活動

・ブロック内での情報共有･交流

・ブロック単位による事業展開

・サイクリングカレンダー作成

ブロック事務局 ブロック会員
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第５号議案 令和５年度収支予算（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度【収入】 （単位：円）

費　目 本年度 前年度

１．会　費 4,070,000 4,050,000 （10,000円×団体数） 4,070,000 4,050,000

２．その他 310 10 預金利息等 310 10

３．繰越金 4,923,690 5,929,514 前年度繰越金 4,923,690 5,929,514

収 入 合 計 8,994,000 9,979,524

令和５年度【支出】 （単位：円）

費　目 本年度 前年度

会場使用料 470,000 500,000

総会お茶代

講師等謝礼金 40,000

資料作成費 20,000 50,000

次年度会場予納金 120,000 120,000

会議お茶代 10,000 40,000

会長活動費（要望活動等交通費） 300,000 300,000

　要望活動 200,000 200,000

　外部会議（官民連携協議会等） 100,000 100,000

（全国シクロサミット開催経費） 1,620,000 1,620,000

会場等使用料 500,000 500,000

会議お茶代 50,000 50,000

講師謝礼金 100,000 100,000

資料作成費 20,000 20,000

消耗品費 50,000 50,000

懇親会費（芸能披露等） 200,000 200,000

食糧費（来賓等接遇） 50,000 50,000

バス借り上げ料等 150,000 150,000

サイクリングフェス参加料 500,000 500,000

ＨＰ運営費 40,000 40,000

カレンダー作成費 0 30,000

ＰＲジャージ製作費 480,000 300,000

資料等郵送料 150,000 200,000

資料印刷費 100,000 100,000

消耗品費 50,000 50,000

振込手数料 10,000 10,000

事務費 50,000 0

ブロック活動費 5,397,000 5,491,000

予備費 137,000 1,128,524

支 出 合 計 8,994,000 9,979,524

８．予備費 137,000 1,128,524

６．一般事務費 360,000 360,000

７．ブロック活動費 5,397,000 5,491,000

４．シクロサミット開催費 1,620,000 1,620,000

５．観光振興費 520,000 370,000

２．役員会費 10,000 40,000

３．本部活動費 300,000 300,000

備　　考

１．総会費 650,000 670,000

項　　目
本年度

予算額

前年度

予算額

項　　目
本年度

予算額

前年度

予算額

備　　考
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自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 規約 

 

（名称） 

第１条 この会は、「自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会

（以下「本会」という。）」と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、自転車による観光振興、住民の健康の増進、交通の混雑の緩和、

環境への負荷の低減等により公共の利益を増進し、地方創生を図ろうとする自治

体が連携して、情報交換や共同の取組を進めることで、我が国の自転車文化の向

上、普及促進を図るとともに、各地域が取り組む地方創生推進の一助となること

を目的とする。 

 （活動内容） 

 第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。 

  （１）自転車施策に関する国等関係機関への予算等要望活動 

  （２）自転車を活用した地方創生の提言 

  （３）自転車を活用したまちづくりに関する情報交換 

  （４）自転車の走行環境の改善 

  （５）交通の安全の確保 

  （６）自転車を活用した観光振興 

  （７）自転車の活用による健康増進 

  （８）自転車の活用による環境負荷低減 

（９）災害時における自転車活用 

（10）その他本会の目的を達成するために必要な事項 

 （会員） 

 第４条 本会の会員は、全国の市区町村長で、本会の趣旨に賛同し、入会届を本会

に提出した者とする。 

２ 前項の入会届は随時受け付ける。 

３ 本会は別に定めるところにより、全国を９ブロックに分け、会員をその所在地

に応じて各ブロックに位置づける。 

 

 （会員の脱退） 

 第５条 会員は、本会に退会届を提出することで本会を脱退することができる。 

（役員） 

 第６条 本会に次の役員を置く。 

  （１）会長 １名 

  （２）副会長 ８名 

（３）理事 ７名 

  （４）監事 ２名 
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 ２ 第４条第３項に規定するブロック毎にそれぞれ副会長１名を含む役員候補者

２名を選出し、いずれか１名をブロック長とする。 

 ３ 会長は副会長の中から役員候補者の互選により選出する。 

 ４ 理事及び監事は、会長、副会長を除く役員候補者の中から互選により選出する。 

 ５ 役員の任期は、役員改選決議のあった時からその翌々年度の総会における役員

改選決議の時まで（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時総会の終結の時まで）とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 （顧問） 

 第７条 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の承認を得て、会長が委嘱

する。  

 （職務） 

 第８条 会長は、本会を代表し、その活動を総括する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務

を代行する。 

 ３ 理事は、総会で承認された事業を執行する。 

 ４ ブロック長は、各ブロックの活動及び入退会等の事務を総括する。 

 ５ 監事は、会の会計を監査する。 

 （事務局） 

 第９条 本会の事務を処理するため、会長が指定する市区町村に全体事務局を置く。 

 ２ 前項に定める事務局とは別に、ブロック長就任市区町村にブロック事務局を置

く。 

（総会） 

 第 10 条 本会の総会は、全ての会員をもって構成し、年に１回開催するものとす

る。ただし、必要があると認められるときは、臨時に開催できるものとする。 

２ 総会は、会長が招集する。  

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名する者が務める。 

 ４ 総会は、次の事項について議決する。 

  （１）自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 規約（以下、

「規約」という。）の変更 

  （２）活動計画の策定又は変更 

  （３）役員就任の承認 

（４）その他本会の運営に関する重要事項 

５ 総会は、会員の２分の１以上の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない

事情で出席できないものは、委任状を議長に提出することにより、出席者の数に

加えるものとする。 

６ 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

 ７ 会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合におい



- 18 - 

 

ては、当該会員又は代理人は、委任状を議長に提出しなければならない。 

８ 前２項に関わらず、緊急を要する事項は、書面により、会員の過半数の同意を

もって決する。 

 （役員会） 

 第 11条 役員会は第６条第１項の役員をもって構成し必要に応じて開催する。 

２ 役員会は次の事項について議決する。 

  （１）総会に提出する議案の決定 

  （２）総会で議決された事業の実施方法等の決定 

  （３）各ブロックへの情報提供、情報収集 

  （４）自転車施策に関する国等関係機関への要望等の活動 

  （５）顧問の就任要請の承認 

（分科会） 

第 12条 本会は必要に応じて分科会を設置することができる。 

２ 各分科会の設置は、総会において議決する。 

３ 分科会は、会員のうち参加を希望する者から構成する。 

４ 分科会長は、分科会の活動状況を取りまとめ、総会において報告する。 

（会費） 

 第 13 条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。ただし、年度の途

中で入会する場合は、入会時に会費を納入し、年度の途中で退会した場合は返納

しない。 

 ２ 会費の額及び納入期限は、総会において決定する。 

 ３ 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。 

 （その他） 

 第 14条 この規約に定めのない事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

 １ この規約は、平成 30年 11月 15日から施行する。 

 ２ 初年度の会計期間は、第 12 条第３項の規定にかかわらず設立総会の日から翌

年 3月 31日までとする。 

 ３ 設立当初の役員は、第６条第２項、第３項及び第４項の規定にかかわらず以下

のとおりとする。 

会 長 今治市長   菅  良二 

副会長 美唄市長   髙橋 幹夫 

北上市長   髙橋 敏彦 

佐渡市長   三浦 基裕 

前橋市長   山本  龍 

三島市長   豊岡 武士 

堺市長    竹山 修身 

尾道市長   平谷 祐宏 
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南さつま市長 本坊 輝雄 

理 事 倶知安町長  西江 栄二 

石巻市長   亀山  紘 

飯山市長   足立 正則 

さいたま市長 清水 勇人 

守山市長   宮本 和宏 

真庭市長   太田  昇 

国東市長   三河 明史 

監 事 安城市長   神谷  学 

        宿毛市長   中平 富宏 

 ４ 設立当初の役員の任期は、第６条第５項の規定にかかわらず平成 31（2019）年

度の総会の日までとする。 

   附 則 

この規約は、令和元年 11月 14日から施行する。 

  附 則 

この規約は、令和 3年 7月 21日から施行する。 

 


